
平成 26年度神戸総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会 

兼 日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会 

(「スポーツクラブ２１ひょうご」神戸市推進委員会育成支援事業) 

 

 

１ 目  的   神戸総合型地域スポーツクラブの運営に必要なクラブマネジメントの基礎的知識を

有する人材を養成する。また、共通科目Ⅰを別途受講することにより日体協公認のア

シスタントマネジャーの資格を取得することができる。 

 

２ 主  催  公益財団法人神戸市スポーツ教育協会 

 

３ 共  催  「スポーツクラブ２１ひょうご」神戸市推進委員会 

 
４ 日  時  平成 27年 1月 31日(土)～2月 1日(日) 

日    時 会    場 

平成 27年 1月 31日(土) 9:00～18:30 
神戸市立中央体育館 第 2会議室 

平成 27年 2月 1日(日) 9:00～18:00 

 
 

５ 会  場  神戸市中央体育館 神戸市中央区楠町４－１－１ TEL:078-341-7971 

 

６ 実施方法及び講習内容 

(1) 実施方法 公益財団法人日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成コースのカリキュラム 

に基づいて、集合講習 14時間(2日間)、自宅学習 21時間を実施する。 

 

(2) 講習内容 

科目名（内容） 
時間数(h) 

集合講習 自宅学習 計 

地域スポーツクラブとは 
3 4.5 7.5 

地域スポーツクラブの現状 

クラブマネジャーの役割 3 4.5 7.5 

クラブのつくり方 
8 12 20 

クラブの運営 

計 14 21 35 

 

７ 募集人数  50名 

 

８ 対  象 (1)神戸総合型地域スポーツクラブに所属する会員 

(2)公認スポーツリーダーの資格（共通科目Ⅰ）をお持ちの満 18歳以上の方 

 

  



９ 受 講 料  (1)無料 

 (2)１０，５００円 

※日体協公認アシスタントマネジャー資格取得希望者は下記【資格申請について】を 

ご確認下さい。 

 

10 申込方法 所定の参加申込書に必要事項を記入の上、平成 27年 1月 24日(土)必着で、 

クラブマネジャー養成講習会事務局まで郵送または FAXしてください。 

※記載いただいた個人情報については、本研修会の目的以外には使用しません。 

 

11 申込先及び問合せ先 

  神戸市立中央体育館 クラブマネジャー養成講習会事務局 担当者：村田 

  〒650-0017 神戸市中央区楠町 4-1-1 

  TEL：078-341-7971  FAX:078-341-7974 

 

12 そ の 他   

(1) 欠席・遅刻・早退などで受講できない科目が生じた場合は、検定試験の受検資格がなくなるの

で注意してください。 

(2) 受講決定通知書とともに、養成講習会で使用するテキスト及びワークブックを、あらかじめ受

講者あてに送付するので、自宅学習(21時間)等に使用し、養成講習会当日に持参してください。 

(3) 講習会の詳細については、本協会HP及び神戸総合型地域スポーツクラブHPに 12月頃に掲載

を予定しています。 

※神戸総合型地域スポーツクラブ HP ：http://www.sportsclub-kobe.com/  

 

【資格申請について】 

日本体育協会公認アシスタントマネジャー資格取得希望の方は、下記手続きが必要となります。 

(1) 公認スポーツリーダーの資格取得（共通科目Ⅰ）が必要です。通信講座（２４，６８０円）または

集合講習会を受講する必要があります。なお、日本体育協会公認スポーツ指導者資格を有する者（ス

ポーツドクターを除く）、免除適応コース修了証明書を有する者は共通科目Ⅰの講習・試験がすべて

免除となります。 

(2) 専門科目を受講の上、検定試験を受検し合格する必要があります。検定試験は平成 27年 2月 1日（日）

に実施します。※検定料無料 

(3) (1)～(2) が終了した方は、所定の書式による資格取得申請書を提出してください。 

※ 資格の登録・更新については別途費用がかかります。登録・更新の案内は日本体育協会から直接、

案内を送付します。 

※ 同一年度に他の本会公認資格の受講申し込みはできません。 

(4) 公認アシスタントマネジャーとして認定されるには、所定の登録手続き(登録申請書の提出及び登録

料の納入)及び登録料１３，０００円（４年間）が必要となります。登録手続きが完了した方は、公

認アシスタントマネジャーとして認定されます。認定者には、日本体育協会より「認定証」、「登録

証」が発行されます。 

(5) 登録による公認資格の有効期限は４年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限内に、日本

体育協会の定める研修を受ける必要があります。 

http://www.sportsclub-kobe.com/

